
第３６号議案 

 

     非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例設定について 

 

 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

を次のとおり設定するものとする。 
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非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例 

非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年八王子市

条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

 



改 正 後 改 正 前 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 市の常勤の職員が特別職の職員を兼ねる場合には、当該常勤の職

員に対しては、この条例による報酬は支給しない。ただし、別表第

１中第７号及び第９１号に掲げる特別職の職員を兼ねる場合は、こ

の限りでない。 

２ 市の常勤の職員が特別職の職員を兼ねる場合には、当該常勤の職

員に対しては、この条例による報酬は支給しない。ただし、別表第

１中第７号及び第８６号に掲げる特別職の職員を兼ねる場合は、こ

の限りでない。 

  

別表第１（第２条、第５条関係） 別表第１（第２条、第５条関係） 

 番号 区分 報酬の額（円） 費用弁償の額   番号 区分 報酬の額（円） 費用弁償の額  

 （略） （略） （略）  （略）   （略） （略） （略）  （略）  

 ４３ （略） （略）     ４３ （略） （略）    

 ４４ 障害支援区分認定審査会会長 日額 24,000          

 ４５ 障害支援区分認定審査会合議

体の長 

日額 24,000          

 ４６ 障害支援区分認定審査会委員 日額 22,000    ４４ 障害支援区分認定審査会委員 日額 13,000   

 ４７ （略） （略）     ４５ （略） （略）    

 ４８ 災害弔慰金等支給審査委員会

委員 

日額 12,000          

 ４９ （略） （略）     ４６ （略） （略）    

 ５０～

５３ 

（略） （略）     ４７～

５０ 

（略） （略）    

 ５４ 大気汚染障害者認定審査会会

長 

日額 24,000    ５１ 大気汚染障害者認定審査会会

長 
日額 21,200   

 ５５ 大気汚染障害者認定審査会委

員 
日額 22,000    ５２ 大気汚染障害者認定審査会委

員 
日額 17,400   

 ５６ 感染症の診査に関する協議会

委員長 
日額 24,000    ５３ 感染症の診査に関する協議会

委員長 
日額 21,200   

 ５７ 感染症の診査に関する協議会

委員 
日額 22,000    ５４ 感染症の診査に関する協議会

委員 
日額 17,400   

 ５８ 小児慢性特定疾病審査会会長 日額 24,000    ５５ 小児慢性特定疾病審査会会長 日額 21,200   

 ５９ 小児慢性特定疾病審査会委員 日額 22,000    ５６ 小児慢性特定疾病審査会委員 日額 17,400   

 ６０～ （略） （略）     ５７～ （略） （略）    



              
 ８１       ７８      

 ８２ （略） （略）     ７９ （略） （略）    

 ８３ 介護認定審査会会長 日額 24,000          

 ８４ 介護認定審査会合議体の長 日額 24,000          

 ８５ 介護認定審査会委員 日額 22,000    ８０ 介護認定審査会委員 日額 13,000   

 ８６・

８７ 

（略） （略）     ８１・

８２ 

（略） （略）    

 ８８ 嘱託医 保育園 ０歳児を保

育する保育

園の内科医 

年額 520,000    ８３ 嘱託医 保育園 ０歳児を保

育する保育

園の内科医 

年額 520,000   

    その他の保

育園の内科

医 

年額 295,000       その他の保

育園の内科

医 

年額 295,000   

   保育園歯科医 年額 130,000      保育園歯科医 年額 130,000   

   生活保護 内科医 日額 47,000      生活保護 内科医 月額 203,900   

    精神科医 日額 47,000       精神科医 月額 203,900   

 ８９～

９７ 

（略）   （略）     ８４～

９２ 

（略）   （略）    

 備考 （略）       備考 （略）      

                  

 



   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 


